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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第１区分
【発行日】平成25年1月17日(2013.1.17)

【公開番号】特開2012-119252(P2012-119252A)
【公開日】平成24年6月21日(2012.6.21)
【年通号数】公開・登録公報2012-024
【出願番号】特願2010-270149(P2010-270149)
【国際特許分類】
   Ｆ２１Ｓ   2/00     (2006.01)
   Ｇ０２Ｆ   1/13357  (2006.01)
   Ｆ２１Ｙ 101/02     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｆ２１Ｓ   2/00    ４３９　
   Ｆ２１Ｓ   2/00    ４３２　
   Ｇ０２Ｆ   1/13357 　　　　
   Ｆ２１Ｙ 101:02    　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成24年11月22日(2012.11.22)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
　図１０において、５０は導光板で、３０がＬＥＤ基板である。導光板５０は横長の矩形
状をしており、アクリル等の透明な材質を用い、ＬＥＤ３２を挿入、配置する上方が繋が
った逆凹状の矩形の孔５１を導光板５０の下方及び中央部に横方向に一列に並べて構成し
ている。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４７】
　次に反射シート４０について説明する。図７は反射シート４０を示す。反射シート４０
は、縦方向を３等分し、各々３等分した下部に孔４２を設置する。孔４２は矩形で、ＬＥ
Ｄ基板に搭載されているＬＥＤ３２を挿通させるものである。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４８】
　従って、反射シート４０の矩形孔４２は、複数のＬＥＤを一定間隔で、横方向の寸法約
５０ｃｍにおいて、約２０個程度設けている。この孔４２は、ＬＥＤ基板のＬＥＤに対応
している。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
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【補正対象項目名】００４９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４９】
　また、反射シート４０には、導光板よりシャーシ１０にねじで固定しているため、貫通
孔４１を各列に３個有している。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５０】
　図８は、シャーシ１０を示し、図８（ａ）はその上面図で、図８（ｂ）はシャーシ１０
の部分断面図である。シャーシ１０の大きさは、液晶表示装置が例えば４２インチであれ
ば概略横１００ｃｍ×縦６６ｃｍくらいの大きさである。シャーシ１０は、一般に鉄板を
プレス成形で製造している。また、寸法が概略横１００ｃｍ×縦６６ｃｍくらいの大きさ
であれば、成形後反りが発生しやすい。そのため、鉄板の板厚を１ｍｍ程度と厚めにし、
図１に示したように、背面より補強材１１０を設置し固定している。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５９】
　シャーシ１０の裏側に配置する回路基板は、ＬＥＤ駆動基板２００、液晶表示装置全体
の電源基板２２０、液晶パネルを駆動する液晶駆動基板２１０、メイン基板である信号処
理基板２３０及びＨＤＤ装置２４０がある。ＨＤＤ装置は必要に応じて外す場合がある。
【手続補正７】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図９
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【図９】
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